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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律案逐条説明 
 

 

（目 的） 
第一条  この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び

運営（これらに関する企画を含む。）の促進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効
果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

本条は、本法の目的を定めたものである。本法の目的は、民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用した公共施設等の整備等の促進を図るための措置を講ずること等により、

効率的かつ効果的に社会資本を整備し、もって国民経済の健全な発展に寄与することであ

る。本法施行に伴い、民間事業者が、その資金、ノウハウを活かして公共施設等の建設、

維持管理、運営、企画等に積極的に参画することが期待される。 

 

（定 義） 
第二条  この法律において「公共施設等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。 

一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設 
二 庁舎、宿舎等の公用施設 
三 公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車

場、地下街等の公益的施設 
四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物処理施設を除く。）、
観光施設及び研究施設 

五 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの 

 本法における「公共施設等」の定義を示した規定である。 

 第１号は、道路等の公共施設を列挙している。 

第２号は、庁舎等の公用施設を列挙している。 

第３号は、公営住宅及び教育文化施設等の公益的施設を列挙している。 

第４号は、情報通信施設等上記の類型にはなじまないが、ＰＦＩ方式による整備が見込

まれる施設を列挙している。 

第５号は、第１号から第４号までの施設に準ずる施設である。ＰＦＩ事業で実施するこ

とが適当な施設であれば、政令で定められることになる。 

 

２  この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等（公共施設等の建設、維持管理若しく
は運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）に関する
事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。）であって、民間の資

金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。 

「特定事業」とは、「公共施設等の整備等」に関する事業であって、民間の資金、経営

能力及び技術的能力を活用することにより、効率的かつ効果的に実施されるものをいうこ

ととしている。この特定事業がＰＦＩ事業として実施され得る事業である。 

「公共施設等の整備等」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営又はこれらに関する

企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。「運営」「企画」は、建設、管理に含ま

れる概念であるが、本法により民間事業者が整備に参画する場合、プロジェクトの企画や

施設の運営面での関与が期待されており、これを明記したものである。「国民に対するサ

ービスの提供を含む」とあるのは、国民に対するサービスの提供は公共施設等の整備等に
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含まれる概念であるが、この点を明確にしたものである。 

また、市街地再開発事業等の市街地開発事業は、道路等の公共施設の整備が複合的に組

み合わされたものであり、「公共施設等の整備等に関する事業」に含まれるものであるが、

全体の事業が特定事業であることを確認的に規定したものである。 

 

３  この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 
一 公共施設等の管理者である大臣又は特定事業を所管する大臣 
二 公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の

長 
三 公共施設等の整備等を行う特殊法人その他の公共法人（市街地再開発事業、土地区画整理事業

その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。） 

「公共施設等の管理者等」というのは、この法律により特定事業をＰＦＩ事業として民

間事業者に実施させようとする公的主体である。第１項第１号の道路、河川等のように公

物管理法上、国や地方公共団体が管理者として位置づけられている施設については、当然

その管理者がここでいう「公共施設等の管理者等」に該当することは明らかである。ただ、

特定事業の対象施設には、「管理者」概念があてはまらないものもあり、その場合には、

当該特定事業を民間事業者に実施させて社会資本の整備を進めようとする所管大臣や地

方公共団体の長が「公共施設等の管理者等」ということになる。 

第１号は、国が主体となる場合であり、管理者がいる場合は管理者である大臣、それ以

外の場合は特定事業を所管する大臣である。 

第２号は、地方公共団体が主体となる場合であり、管理者がいる場合は管理者である地

方公共団体の長、それ以外の場合は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長である。

ここで「実施しようとする」というのは、民間事業者を選定して特定事業を実施させよう

とする、という趣旨である。 

第３号は、国や地方公共団体以外の、公共施設等の整備等を行う公的主体を「公共施設

等の管理者等」として位置づけたものであり、想定しているのは、日本道路公団等の特殊

法人のほか、日本下水道事業団、地方道路公社等の公共法人である。なお、市街地開発事

業を施行する組合は、事業を実施する主体として公的な位置づけを与えられているため、

公団等と並んで「公共施設等の管理者等」に含めたものである。 

なお、一つの事業ないし施設に複数の「公共施設等の管理者等」が存する場合、公的主

体は誰か、という点については、「公共施設等の管理者等」は、第５条の実施方針を定め、

特定事業及び事業者の選定を行う主体であり、実際に、その事業を民間と協調して実施し

ていこうとしているのは誰か、によって自ずから決まってくるものと考えている。 

 
４  この法律において「選定事業」とは、第六条の規定により選定された特定事業をいう。 
５  この法律において「選定事業者」とは、第七条第一項の規定により選定事業を実施する者として選

定された者をいう。 

「選定事業」、「選定事業者」の定義を定めた規定である。 
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（基本理念） 
第三条  公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との適切な役割分担並びに

財政資金の効率的使用の観点を踏まえつつ、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用

を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、で
きる限りその実施を民間事業者にゆだねるものとする。 

２  特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を確保

するとともに、国等の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとすることにより民間事業者の
有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対
して提供されることを旨として行われなければならない。 
本条は、ＰＦＩ事業についての基本理念を定めた規定である。第１項では、公共施設等

の整備等に関する事業は、民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限

り民間にゆだねるべきことをうたっており、第２項では、ＰＦＩ事業は、「官民のリスク

分担」「収益性の確保」「民間のノウハウの発揮」により、低廉かつ良好なサービスが国民

に提供されることを旨として行われるべきことを明らかにしている。 

この基本理念に基づき、基本方針が定められることとなっている。 

 
（基本方針） 
第四条  内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 
２  基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項（地方公共団体が実施する特定事業につ

いては、特定事業の促進のために必要な事項に係るもの）を定めるものとする。 
一 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項 
二 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項 
三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項 
四 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項 
五 その他特定事業の実施に関する基本的な事項 

第１項は、内閣総理大臣がＰＦＩ事業の実施に関する基本的な方針を定めなければなら

ないことを規定している。対象となる事業が幅広く、多省庁にかかわるものであることか

ら、「各行政機関の施策及び事務の総合調整」を任務とする総理府の長たる内閣総理大臣

がこれを定めることとしたものである。 

第２項は、基本方針に定めるべき事項を掲げたものであるが、地方公共団体が実施する

特定事業については、地方公共団体の主体性を尊重する趣旨から、その促進のために必要

な事項に係るものを定めることとしている。 

第４号の「法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事

項」とは、ＰＦＩの手法で公共施設等の整備等を進めるに当たって、現行制度の枠組みの

中で、各種の措置、支援策がどのように適用されることになるかについての基本的事項が

定められるものと考えられる。 

 
３  基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。 

一 特定事業の選定については、公共性を確保しつつ事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用
を図るとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。 

二 民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るととも

に、民間事業者の創意工夫を尊重すること。 
三 財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとする

こと。 

第３項は、基本方針を定める際の配慮事項を定めたものである。特定事業の選定につい
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ては「資金の効率的使用」「民間事業者の自主性の尊重」が、民間事業者の選定について

は「選定過程の透明化」「民間事業者の創意工夫の尊重」が重要なポイントであることを

示している。 

また、財政上の支援については現行制度を基本とし、又はこれに準ずるものとすること

とされているが、「準ずる」とは、例えば地方公共団体に対する施設整備の補助と同等の

補助を民間事業者に対して行うことなどを想定したものである。 

 

４  内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議する
とともに、民間資金等活用事業推進委員会の議を経なければならない。 

５  内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関
の長に送付しなければならない。 

６  前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

第４項から第５項までは、基本方針を定める際の手続きを規定したものである。 

内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、後述するＰＦＩ

推進委員会の議を経なければならないこととしている。「議を経る」とは、単に「意見を

聴く」よりも強い権限を委員会に与えたものであり、委員会の議決がなければ基本方針が

定められないこととなる。 

 

（実施方針） 
第五条  公共施設等の管理者等は、次条の特定事業の選定及び第七条第一項の民間事業者の選定を行おうと

するときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針（以下「実施方針」という。）を定

めるものとする。 
２  実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。 

一 特定事業の選定に関する事項 
二 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
五 第十条第一項に規定する事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置に関

する事項 
六 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 
八 その他特定事業の実施に関し必要な事項 

３  公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
４  前項の規定は、実施方針の変更について準用する。 

実施方針とは、公共施設等の管理者等が特定事業の選定及び事業者の選定を行おうとす

るときに定めるものであり、いわば特定事業に係る募集要網のようなものであると解され

る。基本方針は多様な施設の整備等について基本的な方針が定められるものであるが、実

施方針はそれぞれの事業ごとに、比較的詳細な事項を定めるものである。 

なお、第７号の「法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項」

は、本方針に盛り込まれることをもって新たな予算、税制に係る創設的効果を生ずる趣旨

ではなく、募集要網としての実施方針の性格から、活用可能な支援策のメニューを民間事

業者に示すためのものである。 

 

（特定事業の選定） 
第六条  公共施設等の管理者等は、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特

定事業を選定することができる。 
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具体的にＰＦＩの手法で実施する特定事業を公共施設等の管理者等が選定することを

定めた規定である。基本方針及び実施方針に基づいて民間事業者に行わせることが適切で

あるものを選定することになる。 

 

（民間事業者の選定等） 
第七条  公共施設等の管理者等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する

民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。 
２  前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行う事業のうち、

第十条第一項に規定する事業計画又は協定において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等
の整備等を行うことができる。 

選定事業を実施する民間事業者の選定に関する規定である。公共施設等の管理者等は、

公募の方法等により民間事業者を選定しなければならないこととしている。「公募の方法

等」とは、一般競争が原則であるが、必ずしもそれによらない場合もあることを想定して

いる。例えば、ＰＦＩ事業には民間業者からの発案によるものもある。（第４条第２項第

１号参照）が、これを選定事業とした場合、その事業を発案した民間事業者に行わせるこ

とが十分合理的であると認められるときに、その者と随意契約を結ぶケースなどである。 

第２項は、選定された民間事業者が、本来公共施設等の管理者等が行う事業のうち、事

業計画又は協定に定められた公共施設等の整備等を行える旨を明らかにしたものである。 

 

（客観的な評価） 
第八条  公共施設等の管理者等は、第六条の特定事業の選定及び前条第一項の民間事業者の選定を行うに当

たっては、客観的な評価（当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含む。）を行い、その結果
を公表しなければならない。 

ＰＦＩ事業は、本来公共が実施すべき事業を民間事業者に委ねるという側面もあり、事

業の選定や事業者の選定に当たっては、公正さや透明性が強く要請される。そこで、公共

施設等の管理者等はこれらの選定について客観的な評価を行うこととし、さらに、評価の

結果をオープンにすることが求められている。特に、特定事業の選定に当たっては、当該

事業の効果及び効率性の評価を行うことが不可欠であり、かっこ書きでその旨を明らかに

したものである。 

 

（地方公共団体の議会の議決） 
第九条  地方公共団体は、特定事業に係る契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するも

のを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。 

本条は、ＰＦＩ事業に係る契約のうち一定の基準に該当するものについては、その重要

性にかんがみ、契約締結に当たって議会の議決を経なければならないこととし、民主的な

意志決定の手続きを要求しているものである。 

 
（選定事業の実施） 
第十条  選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事

業計画若しくは協定又は選定事業者（当該施設の管理者である場合を含む。）が策定した事業計画に
従って実施されるものとする。 

２  選定事業者が国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人（当該法人の出資又は拠出に係る法
人を含む。）である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、前項の
事業計画又は協定において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければならない。 
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選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、事業計画又は協定に基づいて実施される

ことを定めた規定である。協定とは、第３条で示されているような、官民の役割分担やリ

スク分担を明確にするためのものである。公共側の管理者がいない民間施設については、

選定事業者が策定した事業計画に従って事業が行われることになる。 

第２項は、責任分担については、基本方針及び実施方針に基づき事業計画又は協定にお

いて明確にされることになっているが、選定事業者が国又は地方公共団体の出資又は拠出

に係る法人（当該法人の出資又は拠出に係る法人を含む。）である場合には、責任が不明

確とならないよう特に留意して、事業計画又は協定に明記されるべきことを定めたもので

ある。 

 

（国の債務負担） 
第十一条 国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限

は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。 

本条は、国庫債務負担行為の支出年限につき特別の定めをするものである。国は、選定

事業について長期にわたりリース契約をすること等も想定されることから、国庫債務負担

行為の年限について財政法の原理である「五箇年度以内」を「三十箇年度以内」とするも

のである。 

なお、地方公共団体については、債務負担行為について地方自治法上年限の定めがない

ことから、本法においては、規定を置いていない。 

 

（国有財産の無償使用等） 
第十二条 国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産（国有財産法（昭和二十三

年法律第七十三号）第二条第一項に規定する国有財産をいう。）を無償又は時価より低い対価で選定

事業者に使用させることができる。 
２  地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産（地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。）を無償又は時

価より低い対価で選定事業者に使用させることができる。 

本条は、国有財産等をＰＦＩ事業について無償又は時価より低い対価で使用させること

ができることを定める規定である。 

第１項は、国有財産について、第２項は公有財産についての規定である。国又は地方公

共団体が所有する土地を公共施設等の用地として選定事業の用に供する間、選定事業者に

使用許可を与えることなどが想定されている。 

 

（無利子貸付け） 
第十三条 国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるもの

に係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。 
２  国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、日本開発銀行、北海道東北開発公庫、

沖縄振興開発金融公庫その他の政府系金融機関等の審査機能又は貸付け機能を活用することができ

る。 

第１項は、ＰＦＩ事業の推進のため、国が、予算の範囲内において、選定事業者に対し、

選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付を行う

ことができる旨を定めた規定である。その際、第２項において、日本開発銀行その他の政

府系金融機関等の審査機能又は貸付け機能を活用できることとしている。貸し付け機能の
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活用とは、政府系金融機関等を通じて貸し付けを行うことであり、その場合に審査機能が

活用されることは当然であるが、審査機能の活用としては、国が直接貸し付ける際に、政

府系金融機関等に審査を委託することなども考えられる。 

この無利子貸付けの実施に関連して、本法の附則において開銀法、北東公庫法、沖縄公

庫法及び民都法の改正並びに関係する特別会計法の改正を行うこととしている。 

 
（資金の確保等及び地方債についての配慮） 
第十四条 国又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保若しくはその融通のあっせん又

は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。 

本条は、国又は地方公共団体が資金面でのバックアップを定める規定である。民間事業

者がＰＦＩ事業を行うに当たって自らの努力で資金の手当てを行う場合に、国又は地方公

共団体においても、これらの資金の確保又はその融通のあっせんに努める事が求められて

いる。 

また、地方公共団体が選定事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、

法令の範囲内で、例えば資金の配分等において特別の配慮をすることを定めている。 

 

（土地の取得等についての配慮） 
第十五条 選定事業の用に供する土地等については、選定事業者が円滑に取得し、又は使用することができる

よう、土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）に基づく収用その他関係法令に基づく許可等の

処分について適切な配慮が行われるものとする。 

本条は、選定事業の用に供する土地等の取得等についての配慮規定である。適切な配慮

とは、許可処分等の手続きの迅速化を想定している。土地収用法に基づく収容のほか、関

係法令に基づく許可としては、都市計画法の開発許可などが考えられる。 

 

（支援等） 
第十六条 第十二条から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進する

ため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講ずるとともに、選定事
業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものとする。 

２  前項の措置及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的なもの

であり、かつ、地方公共団体の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたものでなければならない。 

本条は、特定事業の実施を促進するため、本法に規定する支援策のほか、国及び地方公

共団体が、法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を行うべきことを定め

るものである。具体的には、選定事業者に対する資金の低利貸付けや予算補助などが考え

られる。なお、これらの措置又は支援は、基本方針及び実施方針に照らして行われること

となる。 

これらの措置又は支援は、一律で硬直的なものであってはならず、また、地方公共団体

を必要以上に規制、制約するものであってはならないことを第２項において定めている。 

 
（規制緩和） 
第十七条 国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、民間事業者の技術の活用及び創意工夫の

十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進するものとする。 
本条は、国又は地方公共団体の規制緩和を定めた規定である。ＰＦＩ事業の実施を促進

するため、民間事業者の技術の活用や創意工夫の十分な発揮が行われるよう、こえらを妨
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げるような規制の撤廃、緩和を速やかに推進することとしているのである。 

 
（協 力） 
第十八条 国、地方公共団体及び民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、協力体制を整備す

ること等により相互に協力しなければならない。 

本条は、国、地方公共団体及び民間事業者の相互の協力義務を定めた規定である。基本

理念にもうたわれているように、特定事業は、官民の責任分担の明確化を図りつつ、低廉

かつ良好なサービスが国民に提供されることを旨として行われなければならず、そのため

には、官民の協力体制の整備等による相互協力が極めて重要であることから本条が置かれ

たのである。 

 

（啓発活動等及び技術的援助等） 
第十九条 国及び地方公共団体は、特定事業の実施について、知識の普及、情報の提供等を行うとともに、住

民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動を推進するものとする。 
２  国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、民間事業者に対する技術

的な援助について必要な配慮をするとともに、特許等の技術の利用の調整その他民間事業者の有す
る技術の活用について特別の配慮をするものとする。 

本条は、国及び地方公共団体による知識の普及、啓蒙活動、技術的援助等を定めた規定

である。ＰＦＩ事業が新たな制度であることから、この事業の実施が円滑に進められるた

めには、国及び地方公共団体が、積極的に啓蒙活動等を行うことが求められている。 

第１項は、国及び地方公共団体が、ＰＦＩ事業についての知識の普及を図り、必要な情

報の提供等を行うことを定める。さらに、住民のＰＦＩ事業についての理解、同意及び協

力を得るために、必要な啓蒙活動を行うことを義務づけている。 

第２項は、国及び地方公共団体の民間事業者に対する技術的な援助についての配慮義務

を定める。さらに、特許等の技術の利用に関して、その共同利用のための調整を図ること

など民間事業者の有する技術の活用について特別の配慮義務を定めている。 

 

（担保不動産の活用等） 
第二十条 選定事業者が選定事業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産が担保に供され

ていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を担保として供していた会

社又は当該不動産に所有権を有していた会社に損失が生じたときは、当該会社は、当該損失に相当す
る額を、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理する
ことができる。この場合には、当該決算期から十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなけれ

ばならない。 
２  前項の規定の適用がある場合における商法（明治三十二年法律第四十八号）第二百九十条第一項

及び第二百九十三条ノ五第三項（これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。）の規定の

適用については、同法第二百九十条第一項第四号及び第二百九十三条ノ五第三項第三号中「第二百
八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三」とあるのは、「第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三並ニ
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二十条第一項」とする。 

本条は、担保不動産の流動化によりＰＦＩ事業の推進が図られることを期待して設けら

れたものであり、担保不動産に係る損失について繰延償却の制度を定める規定である。 

第１項は、選定事業者が取得した不動産に担保権が設定されていた場合で、当該不動産

に担保を有していた会社等に損失が生じたときは、当該会社は、当該損失に相当する額を、

繰延資産として整理することができることを定める。この場合には、当該会社は、当該決

算期から十年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。 
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第２項は、前期の会社が利益の配当又は中間配当をする際において、資産の部に計上さ

れた損失を資産として配当することを禁止するものである。 

 

（民間資金等活用事業推進委員会） 
第二十一条 総理府に、民間資金等活用事業推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２  委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方針
の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用による
国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。 

３  民間事業者等は、委員会に対し、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等に関する意
見を提出することができる。 

４  委員会は、前二項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の公

共施設等の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を
述べることができる。 

５  内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に報

告しなければならない。 
６  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係

地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め

ることができる。 

本条は、民間資金等活用事業推進委員会（委員会）の設置に関する規定である。 

委員会は、本法の目的である民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関し、

第三者的な立場からこれを調査審議するために総理府に置かれる機関である。 

第２項の「この法律によりその権限に属させられた事項」とは、第４条第４項で基本方

針策定に際し、委員会の議を経ることとしていることを指している。このほか、実施方針

の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用

による国の公共施設の整備等の実施状況を調査審議することとしている。 

第３項は、民間事業者等が委員会に対し、国の公共施設等の整備等に関する意見を提出

できることを定めた規定であり、いわば「駆け込み寺」的な役割を委員会に与えたもので

ある。 

第４項は、内閣総理大臣や関係行政機関の長に対し、委員会が意見を述べることができ

ることを定めている。「前二項の場合において」とあることから、第３項の民間事業者等

からの意見を受けて建議することも想定されている。 

第５項は、内閣総理大臣又は関係行政機関の長が第４項の委員会の意見を受けてとった

措置について、委員会に対する報告義務を定めたものである。 

第６項は関係機関に対する協力要請についての規定である。 

 

（委員会の組織） 
第二十二条 委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。 

２  専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。 
３  委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。 
４  前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

本条は、委員会の組織についての規定である。 

委員会は、学識経験者九名により構成される。委員の任命は、委員会が設置される総理

府の長である内閣総理大臣が行うことになる。 

ＰＦＩ事業には多様な事業が含まれることから、委員会には、必要に応じ専門委員、部
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会を置くことができることとしている。 

 

（政令への委任） 
第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。  

本法の実施のため必要な事項についての政令への委員に関する規定である。 

 

 

  附 則 

 
（施行期日） 
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

 

（検 討） 
第二条  政府は、この法律の施行の日から五年以内に、この法律に基づく特定事業の実施状況（民間事業者

の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和の状況を含む。）につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
本法は、従来の公共施設等の整備等に全く新しい手法を導入するものであることから、

政府は、本法施行後五年以内に、その実施状況を踏まえて適宜見直しを行い、その結果に

基づいて必要な措置を講ずべきことを規定している。なお、規制の緩和・撤廃を速やかに

推進するため、その実施状況についても検討を行うことを括弧書きで明らかにした。 

 
第三条  政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、特定事業を実施する民間事業者の

選定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

本条は、政府における入札制度の改善の検討を踏まえ、その成果を特定事業を実施する

民間事業者の選定に反映させるべく、民間事業者の選定の在り方について見直しを行い、

その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを定めるものである。 

 

（産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正） 
第四条  産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律（平成四年法律第六十二号）の一部を

次のように改正する。 
第二条第二項中「又は第三号」を「、第三号又は第四号」に改め、「緑化施設、」を削り、同項に次

の一号を加える。 
四 緑化施設 
第十七条第一号中「並びに同項第二号及び第三号に掲げる施設」を削る。 

本条の趣旨は、国及び地方公共団体が整備を促進すべき産業廃棄物処理施設の範囲を拡

大するとともに、産業廃棄物処理事業振興財団が債務保証を行うことができる産業廃棄物

処理施設整備事業の範囲を拡大することである。 
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（日本開発銀行法の一部改正） 
第五条  日本開発銀行法（昭和二十六年法律第百八号）の一部を次のように改正する。 

 附則第二十一項及び第二十二項を次のように改める。 
21 日本開発銀行は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一
年法律第百十七号）第二条第五項の選定事業者に対し、第十八条第一項第一号の規定により同法
第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利

子で貸し付けることができる。 
22 国は、前項の規定により日本開発銀行が行う無利子の貸付け（民間都市開発の推進に関する特
別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。）に要す

る資金の財源に充てるため、日本開発銀行に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることが
できる。 

日本開発銀行は、ＰＦＩ事業を施行する選定事業者に無利子で資金の貸付けを行えるこ

ととするとともに、国は、当該資金を日本開発銀行に対して無利子で貸し付けることがで

きることとした。 

 

（北海道東北開発公庫法の一部改正） 
第六条  北海道東北開発公庫法（昭和三十一年法律第九十七号）の一部を次のように改正する。 

附則第十一項及び第十二項を次のように改める。 
11 公庫は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第
百十七号）第二条第五項の選定事業者に対し、第十九条の規定により同法第十三条に定める特に

公共性が高いと認められる事業に要する資金の融通を行うときは、無利子で貸し付けることがで
きる。 

12 国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け（民間都市開発の推進に関する特別措置法

第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。）に要する資金の
財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。 

北海道東北開発公庫は、ＰＦＩ事業を施行する選定事業者に無利子で資金の貸付けを行

えることとするとともに、国は、当該資金を北海道東北開発公庫に対して無利子で貸し付

けることができることとした。 

 

（沖縄振興開発金融公庫法の一部改正） 
第七条  沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）の一部を次のように改正する。 

附則第五条の五の次に次の一条を加える。 
第五条の六 公庫は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一

年法律第百十七号）第二条第五項の選定事業者に対し、第十九条第一項第一号の規定に
より同法第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを

行うときは、無利子で貸し付けることができる。 
２ 国は、前項の規定により公庫が行う無利子の貸付け（民間都市開発の推進に関する特
別措置法第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除

く。）に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付け
をすることができる。 

沖縄振興開発金融公庫は、ＰＦＩ事業を施行する選定事業者に無利子で資金の貸付けを

行えることとするとともに、国は、当該資金を沖縄振興開発金融公庫に対して無利子で貸

し付けることができることとした。 
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（民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正） 
第八条  民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）の一部を次のように改

正する。 
附則第十四条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項

とし、同条第五項中「第一項第一号」の下に「又は第三項第二号」を加え、同項を同条第六項とし、
同条第四項中「又は第二項第一号若しくは第四号」を「、第二項第一号若しくは第四号又は第三項

第一号から第四号まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に
改め、「が第一項各号」の下に「、第二項各号」を、「場合には」の下に「、第四条第二項中「前項
第二号」とあるのは「前項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と」を加え、「「その他の業務」

とあるのは「、附則第十四条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、その他の業務」」を「「第四条
第一項第二号に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三
項第一号に掲げる業務に係る経理と、同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、」と、第九条中

「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号」」に、「及
び附則第十四条第二項各号」を「並びに附則第十四条第二項各号及び第三項第一号」に、「及び第
二項各号」を「、第二項各号及び第三項各号」に、「並びに第二項第一号、第三号及び第四号」を

「、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項第一号から第四号まで」に、「附則第十四条第
四項」を「附則第十四条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加
える。 

３ 機構は、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務並びに第一項各号及び前項
各号に掲げる業務のほか、建設大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。 
一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七

号）第二条第四項の選定事業のうち次号から第四号までに規定するものを施行する同条第五項の
選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期かつ低利又は無利子の資金
の融通を行うこと。 

二 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止
施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、民間資金等の活用による公共施
設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を

施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無
利子で貸し付けること。 

三 土地区画整理法による土地区画整理事業（都市計画事業として施行されるものに限る。）又は

都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）による市街地再開発事業（都市計画事業として施
行されるものに限る。）として行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画におい
て定められたものの整備に関する事業のうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五
項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付ける
こと。 

四 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第二号
に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業（第二条第二項第二号に掲げる民間都市開
発事業を除く。）で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事
業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部
を無利子で貸し付けること。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
附則第十五条の見出し中「又は第二項第一号若しくは第四号」を「、第二項第一号若しくは第四

号又は第三項第一号から第四号まで」に改め、同条第一項及び第二項中「及び第五項」を「、第四

項及び第六項」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第
五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「前項」を「第二項」に改め、
同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 

３ 政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに
前二項の規定によるもののほか、前条第三項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定め
る道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものの全部又は一

部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂
防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることがで
きる。 
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附則第十六条第四項中「附則第五項」を「附則第六項」に改める。 
附則第十七条第三項中「第八項」を「第九項」に改める。 

・  民間都市開発推進機構は、民間都市開発事業、土地区画整理事業等のうちＰＦＩ事

業であるものを施行する選定事業者に対して無利子で資金の貸付けを行うことができ

ることとした。 

・  民間都市開発推進機構は、上記貸付けのほか、日本開発銀行等を通じて、上記選定

事業者に対し、長期かつ低利又は無利子で資金の融通を行うことができることとした。 

・  上記・・の資金は、都市開発資金融通特別会計、道路整備特別会計又は治水特別会

計から無利子で民間都市開発推進機構に貸付けることができることとした。 

 

（港湾整備緊急措置法の一部改正） 
第九条  港湾整備緊急措置法（昭和三十六年法律第二十四号）の一部を次のように改正する。 

第二条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 
五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）

第十三条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業 

港湾整備事業の中にＰＦＩ事業を位置付けることとした。 

 

（港湾整備特別会計法の一部改正） 
第十条  港湾整備特別会計法（昭和三十六年法律第二十五号）の一部を次のように改正する。 

第一条第二項に次の一号を加える。 
九 港湾整備事業で港湾整備緊急措置法第二条第五号に規定するものに係る貸付け 
第四条第一項に次の一号を加える。 
七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）
第十三条第一項の規定による貸付金の償還金 

第四条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 
七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による
貸付金 

第七条第一項中「及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」を「、民間都市開発
の推進に関する特別措置法第五条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進
に関する法律第十三条第一項」に改める。 

港湾整備事業とされたＰＦＩ事業に対して、港湾整備特別会計から資金の貸付けを行う

ことができることとした。 

 

（都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正） 
第十一条 都市開発資金の貸付けに関する法律（昭和四十一年法律第二十号）の一部を次のように改正する。 

附則第九項を附則第十項とし、附則第八項を附則第九項とし、附則第七項中「附則第四項」を「附
則第五項」に、「、第三項及び第五項」を「から第四項まで及び第六項」に改め、同項を附則第八
項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項を附則第六項とし、附則第四項中「前二項」を

「前三項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第三項の次に次の一項を加える。 
４ 国は、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に要する資
金の全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付ける

ことができる。 

 

（都市開発資金融通特別会計法の一部改正） 
第十二条 都市開発資金融通特別会計法（昭和四十一年法律第五十号）の一部を次のように改正する。 

附則第二項中「第五項」を「第六項」に改め、附則に次の一項を加える。 
６ 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理



 14

は、第一条の規定にかかわらず、この会計において行うものとする。 

国は、民間都市開発推進機構に対し、民間都市開発法附則第十四条第三項第一号から第

四号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができることとした。 

また、上記資金は、都市開発資金融通特別会計から民間都市開発推進機構に融通するこ

ととした。 

 

（治山治水緊急措置法の一部改正） 
第十三条 治山治水緊急措置法（昭和三十五年法律第二十一号）の一部を次のように改正する。 

第二条第二項中「及び水資源開発公団が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの」

を「、水資源開発公団が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの及び民間資金等の活
用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第十三条の規定に
よる無利子の貸付けに係るもの」に改める。 

治水事業の中に、ＰＦＩ事業を位置付けることとした。 

 

（治水特別会計法の一部改正） 
第十四条 治水特別会計法（昭和三十五年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

第一条第二項に次の一号を加える。 
五 法第二条第二項各号に掲げる事業（同条第三項の規定に該当するものを除く。）に係る民間資
金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第十
三条の規定による無利子の貸付け 

第四条第一項に次の一号を加える。 
六 法第二条第二項各号に掲げる事業（同条第三項の規定に該当するものを除く。）に係る民間資
金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による貸付金の償還

金 
第四条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 
五 法第二条第二項各号に掲げる事業（同条第三項の規定に該当するものを除く。）に係る民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による貸付金 
第七条第一項中「並びに同項第三号に規定する事業に係る負担金及び補助金」を「、同項第三

号に規定する事業に係る負担金及び補助金並びに第四条第二項第五号に規定する貸付金」に改め

る。 

国は、治水事業とされたＰＦＩ事業を施行する者に対して、治水特別会計から無利子で

資金の貸付けを行うことができることとした。 

 
（道路整備特別会計法の一部改正） 

第十五条 道路整備特別会計法（昭和三十三年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 
第三条中「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）第五条

第一項」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）第五条第

一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十
七号）第十三条」に改める。 
附則第十八項中「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）

第五条第一項」とあるのは「、民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第六十
二号）第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」を「民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭
和六十二年法律第六十二号）第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第十三条」とあるのは「民間都市開発の推進に関する
特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）第五条第一項若しくは附則第十五条第一項、民間資金
等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第十三条」

に改める。 

国は、ＰＦＩ事業を施行する選定事業者に対して、道路整備特別会計から無利子で資金

の貸付けを行うことができることとした。 
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（地方税法の一部を改正する法律の一部改正） 
第十六条 地方税法の一部を改正する法律（平成十一年法律第十五号）の一部を次のように改正する。 

第五百八十六条第二項第一号の二十五の次に二号を加える改正規定のうち同項第一号の二十七中

「第十条」を「第十条第一項」に改める。 

地方税法の一部を改正する法律（平成１０年法律第１５号）は、第１４２回国会提出の

旧ＰＦＩ法案を前提に規定されていたが、本法では旧ＰＦＩ法案第１０条に相当する規定

が第１０条第１項とされたことに伴い、必要な改正を行った。 

  

（日本政策投資銀行法の一部改正） 
第十七条 日本政策投資銀行法（平成十一年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。 

附則第一条中「第六十五条」を「第六十六条」に改める。 
附則第十六条に次の二項を加える。 

４ 日本政策投資銀行は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十

一年法律第百十七号）第二条第五項の選定事業者に対し、第二十条第一項第一号の規定により同法
第十三条に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子
で貸し付けることができる。 

５ 国は、前項の規定により日本政策投資銀行が行う無利子の貸付け（民間都市開発の推進に関する
特別措置法（昭和六十二年法律第六十二号）第三条に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金
を財源とするものを除く。）に要する資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行に対し、無利子

で、必要な資金の貸付けをすることができる。 
附則第四十八条中「（昭和六十二年法律第六十二号）」を削る。 
附則第六十五条を附則第六十六条とし、附則第五十五条から第六十四条までを一条ずつ繰り下げ、

附則第五十四条の次に次の一条を加える。 
（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正） 
第五十五条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を次のように改正する。 

第十三条第二項中「日本開発銀行、北海道東北開発公庫」を「日本政策投資銀行」に改める。 

日本政策投資銀行法の施行により、日本開発銀行及び北海道東北開発公庫が統合され、

日本政策投資銀行となることに伴い、所要の規定の整備を行った。 

  


